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　19　　宿　　　　泊　　　　税（平成23年度）

　（１）　施　　設　　別　　調　　定　　額

調定額 課税人員 登録施設数

千円 人 件

   819 408   5 875 968     462

   355 785   3 557 857 …                        

   463 622   2 318 111 …                        

   802 963   5 719 323     358

   340 901   3 409 013 …                        

   462 062   2 310 310 …                        

   16 444    156 645     104

   14 884    148 844 …                        

   1 560    7 801 …                        

　（２）　地　　域　　別　　調　　定　　額

調定額 課税人員 登録施設数

千円 人 件

   819 408   5 875 968     462

   816 382   5 847 773     409

   2 780    26 329     42

    245    1 866     11

(備考） 1　税率100円は宿泊料金1人1泊1万円以上1万5千円未満の宿泊の税率。税率200円は宿泊料金1人1泊1万5千円以上の宿泊の税率。

　  　　2  施設数は平成24年3月末現在の登録施設数。課税人員は延べ人員数。

　　　　3  宿泊税は都の独自課税として平成14年10月から法定外目的税として新たに創設された。

 　 　　4　宿泊税の課税事務は千代田都税事務所が一括して取り扱っている。

多 摩

支 庁

区 部

税 率 200 円

総 計

地 域

税 率 200 円

ホ テ ル

旅 館

税 率 100 円

税 率 100 円

税 率 100 円

税 率 200 円

総 計

区 分


